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【条例制定の事例】

京都府京都市
京都市非居住住宅利活用促進税条例

CASE STUDY

　京都市では、空き家等の居住者のいない住宅の利活用促進に向けた法定外税を設け
る「京都市非居住住宅利活用促進税条例」を制定した。非居住住宅の有効活用を促す
とともに、その税収入により、空き家の活用を支援する施策を講じて、住宅の供給促進、
安心・安全な生活環境の確保、地域コミュニティの活性化等を図り、持続可能なまちづ
くりに資することを目的としている。

１　

条
例
制
定
の
背
景
と
目
的

京
都
市
が
制
定
し
た
「
非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進

税
条
例
」
は
、
そ
の
名
称
の
と
お
り
、
空
き
家
等
の

居
住
者
の
な
い
住
宅
＝
非
居
住
住
宅
の
利
活
用
促
進

を
目
的
と
し
た
法
定
外
税
を
設
け
る
も
の
で
す
。
条

例
第
１
条
は
、
制
定
の
背
景
や
目
的
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
定
め
て
い
ま
す
。

「
こ
の
条
例
は
、
非
居
住
住
宅
の
存
在
が
、
本
市

に
居
住
を
希
望
す
る
者
へ
の
住
宅
の
供
給
を
妨
げ
る

と
と
も
に
、
防
災
上
、
防
犯
上
又
は
生
活
環
境
上
多

く
の
問
題
を
生
じ
さ
せ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活

力
を
低
下
さ
せ
る
原
因
の
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と

に
鑑
み
、
非
居
住
住
宅
の
所
有
者
に
対
し
非
居
住
住

宅
利
活
用
促
進
税
を
課
す
る
こ
と
に
よ
り
、
非
居
住

住
宅
の
有
効
活
用
を
促
す
と
と
も
に
、
そ
の
税
収
入

を
も
っ
て
空
き
家
の
活
用
を
支
援
す
る
施
策
を
講
じ

る
こ
と
で
、
住
宅
の
供
給
の
促
進
、
安
心
か
つ
安
全

な
生
活
環
境
の
確
保
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性

化
及
び
こ
れ
ら
の
施
策
に
係
る
将
来
的
な
費
用
の
低

減
を
図
り
、
も
っ
て
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
に
資

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。」

近
年
、
本
市
で
は
、
結
婚
・
子
育
て
期
と
な
る
30

歳
代
の
人
口
が
近
郊
都
市
に
流
出
す
る
状
況
が
続
い

て
お
り
、
そ
の
要
因
と
し
て
、
若
年
・
子
育
て
世
代

が
求
め
る
条
件
に
合
っ
た
住
宅
の
確
保
が
難
し
い
こ

と
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
一

方
で
、
総
務
省
の
「
住
宅
・
土
地

統
計
調
査
」
に
よ
れ
ば
、
京
都
市

内
の
空
き
家
率
は
12
・９
％
（
平
成

30
年
時
点
）
と
な
っ
て
い
ま
す
。

空
き
家
の
発
生
予
防
を
始
め
、
活

用
・
流
通
の
促
進
、
適
正
な
管
理
、

跡
地
の
活
用
ま
で
を
含
め
た
「
総

合
的
な
空
き
家
対
策
」
に
早
く
か

ら
取
り
組
ん
で
き
た
成
果
も
あ

り
、
平
成
25
年
時
点
と
比
較
す
る
と
状
況
が
改
善
し

て
い
る
も
の
の
、
全
国
的
に
人
口
が
減
少
傾
向
に
あ

る
中
、
今
後
、
更
に
空
き
家
が
増
加
し
て
い
く
お
そ

れ
が
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
た
中
で
創
設
さ
れ
た
非
居
住
住
宅
利
活
用

促
進
税
は
、
活
用
さ
れ
て
い
な
い
非
居
住
住
宅
を
市

場
に
流
通
さ
せ
る
こ
と
で
、
空
き
家
が
生
じ
さ
せ
る

様
々
な
問
題
を
解
消
し
つ
つ
、同
時
に
、フ
ァ
ミ
リ
ー

層
の
ニ
ー
ズ
に
合
っ
た
住
宅
の
確
保
と
い
う
本
市
特

有
の
政
策
課
題
に
も
対
処
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

す
。
具
体
的
に
は
、
非
居
住
住
宅
の
所
有
者
に
課
税

す
る
こ
と
に
よ
り
、
①
非
居
住
住
宅
の
有
効
活
用
を

促
す
と
と
も
に（
経
済
的（
デ
ィ
ス
）イ
ン
セ
ン
テ
ィ

ブ
や
ア
ナ
ウ
ン
ス
メ
ン
ト
効
果
）、②
税
収
入
を
も
っ

て
空
き
家
の
活
用
を
支
援
す
る
施
策
を
講
じ
（
財
源

効
果
）、
こ
れ
ら
の
相
乗
効
果
に
よ
っ
て
、
若
年
・

子
育
て
世
代
等
の
定
住
を
促
進
し
、
持
続
可
能
な
ま

ち
づ
く
り
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

京都市
行財政局
税務部税制課
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２　

検
討
の
経
過

本
市
で
は
、
こ
れ
ま
で
も
、
政
策
実
現
の
た
め
の

自
主
財
源
の
確
保
や
、
都
市
特
性
に
応
じ
た
公
平
な

税
制
の
確
立
に
向
け
、「
課
税
自
主
権
の
活
用
」
に

取
り
組
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
り
、
既
に
平
成
30
年

に
は
、
法
定
外
目
的
税
と
し
て
宿
泊
税
を
導
入
し
て

い
ま
す
。
こ
う
し
た
取
組
を
更
に
推
進
す
る
た
め
、

令
和
２
年
８
月
に
、
常
設
の
附
属
機
関
と
し
て
「
京

都
市
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
支
え
る
税
財
源
の

在
り
方
に
関
す
る
検
討
委
員
会
」
を
設
置
。
租
税
法

や
財
政
学
、
税
理
士
と
い
っ
た
税
制
の
専
門
家
に
加

え
、
ま
ち
づ
く
り
の
専
門
家
や
経
済
・
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
関
係
者
、
市
民
公
募
委
員
等
も
交
え
て
盛
ん
に
御

議
論
を
い
た
だ
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

今
般
の
「
非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進
税
」
に
つ
い

て
は
、
当
初
「
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
所
有
者
等
へ
の
適

正
な
負
担
の
在
り
方
に
つ
い
て
」
と
い
う
テ
ー
マ
で

検
討
委
員
会
に
諮
問
し
ま
し
た
が
、
議
論
の
中
で
、

「
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
」
と
の
文
言
に
と
ら
わ
れ
ず
、

空
き
家
や
別
荘
な
ど
居
住
者
の
な
い
住
宅
を
広
く
検

討
対
象
と
し
て
い
く
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、

令
和
３
年
４
月
に
提
出
さ
れ
た
答
申
に
お
い
て
、
①

住
宅
供
給
の
促
進
や
居
住
の
促
進
、
空
き
家
の
発
生

の
抑
制
と
い
っ
た
政
策
目
的
の
達
成
、
②
現
在
及
び

将
来
の
社
会
的
費
用
の
低
減
を
図
り
、
そ
の
経
費
に

係
る
財
源
を
確
保
す
る
こ
と
、
の
二
つ
を
目
的
と
し

て
、「
非
居
住
住
宅
」
の
所
有
者
に
新
た
な
負
担
を

求
め
る
法
定
外
税
の
創
設
が
提
言
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
答
申
を
基
に
具
体
的
な
制
度
設
計
を
進
め
、

令
和
４
年
２
月
に
条
例
案
を
議
会
に
提
案
。
同
年
３

月
に
可
決
さ
れ
た
の
ち
、
令
和
５
年
３
月
に
総
務
大

臣
の
同
意
を
得
て
、
令
和
８
年
以
降
（
予
定
）
の
導

入
が
正
式
に
決
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

３　

条
例
の
概
要

非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進
税
条

例
の
概
要
は
図
表
の
と
お
り
で
す
。

（
１
）
課
税
対
象

非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進
税
は
、

市
街
化
区
域
内
に
存
す
る
非
居
住

住
宅
に
対
し
て
課
税
さ
れ
ま
す
が
、

そ
の
判
断
基
準
で
あ
る
「
住
所
（
＝

生
活
の
本
拠
）
を
有
す
る
者
」
の

有
無
は
、
必
ず
し
も
住
民
票
の
有

無
の
み
に
よ
ら
ず
、
居
住
実
態
を

踏
ま
え
て
判
断
さ
れ
ま
す
。
そ
の

た
め
、
非
居
住
住
宅
の
特
定
に
当

た
っ
て
は
、
固
定
資
産
税
デ
ー
タ

と
住
民
基
本
台
帳
デ
ー
タ
の
マ
ッ

チ
ン
グ
の
ほ
か
、
所
有
者
へ
の
文

書
照
会
、
現
地
調
査
な
ど
を
併
用

す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
税
額
・
免
税
点

固
定
資
産
（
家
屋
）
と
し
て
の
非
居
住
住
宅
そ
れ

自
体
が
有
す
る
価
値
に
着
目
し
て
課
税
す
る
「
家
屋

価
値
割
」
と
、
非
居
住
住
宅
の
立
地
条
件
を
税
額
に

反
映
さ
せ
る
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
「
立
地
床
面
積

割
」
に
よ
る
税
負
担
の
程
度
は
、固
定
資
産
税
額
（
土

地
＋
家
屋
）
の
お
お
む
ね
半
額
程
度
と
な
る
よ
う
に

設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、「
立
地
床
面
積
割
」

×

図表　非居住住宅利活用促進税条例の概要
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居
住
住
宅
に
対
し
て
は
、
非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進

税
が
減
免
さ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
、
相
続
物
件
等
に
つ

い
て
は
、
利
活
用
を
実
行
に
移
す
ま
で
に
一
定
の
時

間
が
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
う
し
た
事
情
に
配

慮
し
、
最
大
３
年
間
の
徴
収
猶
予
制
度
を
設
け
て
い

ま
す
。
猶
予
期
間
中
に
利
活
用
が
さ
れ
た
場
合
、
当

該
期
間
中
の
非
居
住
住
宅
利
活
用
促
進
税
が
免
除
さ

れ
る
仕
組
み
と
な
っ
て
い
ま
す
。

４　

課
税
開
始
に
向
け
た
今
後
の
取
組

本
条
例
の
可
決
に
際
し
て
は
、「
こ
の
条
例
制
定

の
目
的
は
、
非
居
住
住
宅
の
利
用
や
流
通
を
促
進
し

て
市
内
の
居
住
促
進
に
よ
る
市
民
生
活
と
ま
ち
づ
く

り
の
活
性
化
を
目
指
す
政
策
誘
導
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
、
施
行
日
ま
で
の
期
間
も
含
め
、
市
民
や
事
業

者
に
周
知
・
理
解
し
て
い
た
だ
く
よ
う
努
め
る
こ
と
」

を
求
め
る
付
帯
決
議
が
付
さ
れ
ま
し
た
。
課
税
の
開

始
は
し
ば
ら
く
先
で
す
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
税
の
目

的
は
非
居
住
住
宅
の
利
活
用
促
進
で
あ
っ
て
短
期
的

な
税
収
の
確
保
で
は
な
い
た
め
、
利
活
用
の
機
運
を

高
め
、
課
税
開
始
ま
で
の
間
に
も
で
き
る
限
り
利
活

用
を
進
め
る
（
＝
課
税
対
象
の
数
を
減
ら
す
）
こ
と

が
望
ま
し
い
と
い
え
ま
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
、

こ
の
間
、
固
定
資
産
税
納
税
通
知
書
へ
の
周
知
チ
ラ

シ
の
同
封
、「
市
民
し
ん
ぶ
ん
」
へ
の
特
集
記
事
の

掲
載
な
ど
に
よ
る
制
度
の
周
知
に
加
え
、
空
き
家
対

策
関
連
施
策
と
連
動
し
た
戦
略
的
な
広
報
（
啓
発
チ

の
特
性
上
、
立
地
の
良
い
都
心
部
に
所
在
す
る
担
税

力
の
大
き
な
非
居
住
住
宅
（
別
荘
や
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ

ス
と
し
て
用
い
ら
れ
る
高
級
マ
ン
シ
ョ
ン
等
が
想
定

さ
れ
ま
す
）
の
場
合
、
本
税
の
税
額
が
固
定
資
産
税

額
の
最
大
３
倍
程
度
と
な
る
事
例
も
存
在
し
ま
す
。

ま
た
、
家
屋
の
固
定
資
産
評
価
額
が
20
万
円
（
当

初
５
年
間
は
１
０
０
万
円
）未
満
の
非
居
住
住
宅
は
、

免
税
点
制
度
に
よ
り
課
税
対
象
外
と
な
り
ま
す
が
、

こ
れ
は
、
物
件
の
担
税
力
や
市
場
性
を
考
慮
し
た
も

の
で
す
。
課
税
開
始
ま
で
に
猶
予
期
間
を
設
け
た
形

と
な
る
家
屋
評
価
額
１
０
０
万
円
未
満
の
層
（
代
表

例
は
高
度
成
長
期
に
建
て
ら
れ
た
比
較
的
狭
小
な
戸

建
て
住
宅
で
あ
り
、市
内
周
辺
部
に
多
く
所
在
す
る
）

に
向
け
て
は
、
本
市
と
し
て
も
、
５
年
の
期
限
ま
で

に
各
種
の
施
策
を
講
じ
、
既
存
住
宅
市
場
の
活
性
化

に
努
め
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
課
税
免
除
・
減
免
・
徴
収
猶
予

事
業
用
や
賃
貸
・
売
却
予
定
な
ど
利
活
用
を
進
め

て
い
る
も
の
や
、
利
活
用
が
規
制
さ
れ
て
い
る
歴
史

的
建
造
物
等
に
つ
い
て
は
、
流
通
・
利
活
用
の
促
進

と
い
う
本
税
の
課
税
目
的
に
鑑
み
、
課
税
を
免
除
す

る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
固
定
資
産
税
が
減

免
さ
れ
る
ケ
ー
ス
（
生
活
保
護
受
給
等
）
の
ほ
か
、

転
勤
、
施
設
入
所
、
Ｄ
Ｖ
（
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ

イ
オ
レ
ン
ス
）
に
よ
る
避
難
等
、
や
む
を
得
な
い
事

情
に
よ
り
一
時
的
に
居
住
の
用
に
供
し
て
い
な
い
非

ラ
シ
の
全
戸
回
覧
等
）
を
展
開
し
て
お
り
、
引
き
続

き
、
徹
底
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

ま
た
、課
税
事
務
に
用
い
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
や
、

課
税
捕
捉
を
効
率
的
に
行
う
手
法
の
検
討
、
執
行
体

制
の
構
築
な
ど
も
課
題
で
あ
り
、
制
度
を
円
滑
に
執

行
で
き
る
よ
う
準
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

５　

お
わ
り
に

自
治
体
政
策
法
務
に
お
い
て
「
税
」
が
注
目
さ
れ

る
機
会
は
、
規
制
な
ど
の
手
法
と
比
べ
る
と
少
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
条
例
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
る

法
定
外
税
は
、
伝
統
的
に
は
、
当
該
自
治
体
に
必
要

と
さ
れ
る
財
政
需
要
を
満
た
す
た
め
の
収
入
確
保
手

段
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
が
、
近
年
、
自
治
体
に

お
い
て
も
、
政
策
手
段
と
し
て
の
税
制
の
活
用
が
広

が
り
を
見
せ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
本
市
の
非
居
住
住
宅

利
活
用
促
進
税
も
、
自
治
体
が
地
域
課
題
に
対
処
す

る
た
め
の
「
政
策
手
段
と
し
て
の
税
」
と
し
て
、
全

国
の
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
な
り
得
る
も
の
と
考
え
ま

す
。最

後
に
、
こ
の
税
の
検
討
に
当
た
っ
て
は
、
検
討

委
員
会
委
員
の
皆
様
を
始
め
、
市
会
議
員
、
事
業
者

の
皆
様
、
総
務
省
等
、
多
く
の
方
々
か
ら
御
意
見
や

御
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
制
度
の
構
築
・
改
善

に
御
協
力
い
た
だ
い
た
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て

御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。


